仕　　様　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会事務局　生涯学習部生涯学習推進担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　北　電話２５１－０４１０）

	
	件名
	市民スクール21学級・行政での傷害保険及び総合賠償責任保険
	

	
	契約期間
	令和　　８年　　６月　１日　～　令和　　９年　　３月　３１日
	

	
	契約条件
	1， 市民スクール21学級・行政での傷害保険及び総合賠償責任保険
　
・傷害保険
　　　
【保険期間】
　　　　　令和　８年　６月１日　～　令和　９年　３月３１日
　　　　【被保険者】
　　　　　市民スクール21学級・行政の参加者全員（８，３００名）

【補償内容】
　　　　　死亡・後遺障害　　　　４，０００千円
　　　　　入院（１日につき）　　３，０００円
　　　　　通院（１日につき）　　２，０００円
　　　　　熱中症担保特約

　　　　　往復途上担保特約
　　・総合賠償責任保険
　　
【保険期間】
　　　　　令和　８年　６月１日　～　令和　９年　３月３１日
【被保険者】
　　　　　「市民スクール21学級・行政」に関わる行事全て
【補償内容】
　　　　　施設所有管理者特約条項　対人・対物共通１億円(免責０円)
　２，留意事項
　　・変更及び中止など個々の詳細については随時調整を行う。
　　・可能であれば、6月中の支払い猶予期間を希望する。
	



